
などの自然災雪の後に

トラブルが多くなります。　ご加入先の損害保険会社または代理店にご相談ください。なお、トラブルにあった場合など

にはすぐにお近くの消異生活センター等(消費者ホットライン: 188番)にご梱談ください。

一触社面注入日本損害保険協会連出聖　勘独立行政法人国民生活センター



ぁなたの身近軸増えてノ病います

(ZO19年3月受付実的菩:与0蔵代女憧大隈府)

保険金霜求の手伝いをしているというコンサルタント業者か

ら、 「去年の地震で保険金請求したか」と突然電蓄があり、

「していない」と返答すると泰に来訪された。

家の周りを調査し基礎や外壁の細かな亀裂に対して、 「地震

による損害と申告すれば保険金がおりる」と言い、災害復興

支援業務依頼の書面を見せられたので契約した。

後日、保険会社の確認を経て保険金が支払われたが、直後

にコンサルタント葉書から保険金の4 0%を5日以内に支払

うよう請求があった。保険金の4 0%の報酬は高すぎるので

はないか。
国民生活センター楯蹟事個をもとに一部斐董

保険金の請求は
ご自身で行うことができます!
★葉書から次のような勧誘があり毒したら、トラ

ブルに巻き込まれる可能性がありますので、輿

的する前に消費生活センターやご蜘人の保鹸会

社、代理店などへご櫓畷く繕きい。

・保険金が支払われるように被害診断をして保験

霧求手続を代行するという勧誘

・保険金詩求代行のコンサルタント料(報酬金)

は、支払われた保険金で対応できるという観携


